
令和２年度モニタリング評価実施による改善のための対応方針等 

 

 

評価項目 評価基準 評価委員の指摘・提言等 改善のための対応方針 次年度以降の事業計画等への反映内容 

Ⅲ  適正な

管理業務

の遂行を

図ること

ができる

能力及び

財政基盤

に関する

項目 

 

（２）安定的

な運営が

可能とな

る人的能

力 

・労働災害等未然防

止のための管理運営 

■指定管理者の自己評価 

・安全管理上で、危険予知意識が不足していたり、

安全な作業方法の確認が不十分だったため、公衆

災害が発生した。 

・除草作業での飛び石防止対策を行い、さらなる安

全教育を徹底し、総合的な事故防止策を講じるこ

と。 

・枯れ枝の確認については、植物管理責任者による

安全パトロールを実施するなど管理体制を強化

し、事故防止策を講じること。 

 

■評価委員の評価 

・施設所管課評価は適正である。 

・公衆災害が複数発生したことは、重く受け止める

べきであり、今後、抜本的な事故防止改善策が求

められる。 

■安全教育の徹底 

・安全に対する意識の向上を図る。 

 

 

 

■作業内容に応じた安全対策 

・除草などの作業時の安全対策の強化を図る。 

 

 

 

■巡視等の管理体制強化 

・巡視等を強化し、事故防止を徹底する。 

■安全教育の徹底 

・毎日の朝礼時や毎月の所内会議時に他公園での事故情報を公園ス

タッフで共有し、同様の事故が起こらないよう安全に対する意識を

高める。また、KY活動を通じて安全意識の向上を図る。 

 

■作業内容に応じた安全対策 

・除草作業時には作業前に作業範囲と危険個所を周知する。また、飛

散防止ネットを用いて飛び石を防ぐとともに人や車両が接近した

場合には通過するまで作業の一時停止を徹底する。 

 

■巡視等の管理体制強化 

・枯れ枝落下事故が発生しないよう、巡視員による樹木点検や、駐車

場係員による目視点検など、重層的に点検する体制を構築し、管理

スタッフが情報共有するように努める。 

・植物管理責任者による緑の安全パトロールを毎月実施。 

 

 

【公園名】寝屋川公園 


